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司法行政文書不開示通知書

令和3年1 ．2月26日付け（同月28日受付，第030833号）で申出のあり

ました司法行政文書の開示について，下記のとおり開示しないこととしましたので

通知します。

記

1 開示しないこととした司法行政文書の名称等

禁治産宣告取消の官報公告（静岡家裁浜松支部令和3年（家）第8717号（

禁治産宣告取消）が掲載されている令和3年12月24日官報第644号11頁

参照）を行う法的根拠が分かる文書

2 開示しないこととした理由

1の文書は，作成又は取得していない。
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